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島
根
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
の
一
部
変
更

 

 

島
根
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
運
営
規
則
（
昭
和
３
７
年
規
程
第
１
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

 

（
傍
線
の
部
分
は
変
更
部
分
）

 
 
 

変
 
更
 
後
 

変
 
更
 
前
 

第
２
章
 
組
合
員

 
第
２
章
 
組
合
員

 

（
組
合
員
の
異
動
報
告
）

 
（
組
合
員
の
移
動
報
告
）

 

第
５
条

 
所
属
所
長
は
、
そ
の
所
属
の
組
合
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
５
日
以
内
に
、
様
式
第
１
号
に
よ
る
異
動
（
訂
正
）
報

告
書
を
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
５
条
 
所
属
所
長
は
、
そ
の
所
属
の
組
合
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
１
号
に
よ
る
組
合
員
異
動
報
告
書

を
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
～
（
５
）
（
略
）
 

（
１
）
～
（
５
）
（
略
）
 

（
被
扶
養
者
の
申
告
等
の
手
続
）

 
（
被
扶
養
者
の
申
告
等
の
手
続
）

 

第
６
条

 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
３
７
年
総
理
府
・
文

部
省
・
自
治
省
令
第
１
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
３
章
の
規

定
に
よ
る
被
扶
養
者
申
告
書
又
は
高
齢
受
給
者
証
（
任
意
継
続
組
合
員
及
び

そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
出

は
、
所
属
所
長
を
経
て
理
事
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
６
条
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
３
７
年
総
理
府
・
文

部
省
・
自
治
省
令
第
１
号
。
以
下
「
施
行
規
程
」
と
い
う
。
）
第
３
章
の
規

定
に
よ
る
被
扶
養
者
申
告
書
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
組
合
員
証
等
再
交
付

申
請
書
又
は
高
齢
受
給
者
証
の
提
出
は
、
所
属
所
長
を
経
て
理
事
長
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
施
行
規
程
第
３
章
の
規
定
に
よ
る
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
は
、
理
事
長
が

所
属
所
長
を
経
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
施
行
規
程
第
３
章
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
被
扶
養
者
証
又
は
高
齢
受
給
者

証
の
交
付
は
、
理
事
長
が
所
属
所
長
を
経
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
資
格
確
認
書
の
交
付
申
請
等
の
手
続
）

 
 

第
６
条
の
２

 
施
行
規
程
第
３
章
の
規
定
に
よ
る
資
格
確
認
書
の
交
付
又
は
提

供
に
係
る
申
請
書
（
任
意
継
続
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
、
資
格
確
認
書
の
再
交
付
に
係
る
申
請
書
（
任
意
継
続
組
合
員
及

び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
資
格
情
報
通
知
書
の
再
通

知
に
係
る
申
請
書
（
任
意
継
続
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
の
提
出
は
所
属
所
長
を
経
て
理
事
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

 

（
新
設
）

 

令
和

７
年

３
月

１
８

日
 

 規
程

第
１

号
 



２
 
施
行
規
程
第
３
章
の
規
定
に
よ
る
資
格
情
報
通
知
書
（
任
意
継
続
組
合
員

及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
通
知
又
は
資
格
確
認
書
（
任

意
継
続
組
合
員
及
び
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
は
、

理
事
長
が
所
属
所
長
を
経
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
資
格
確
認
書
の
検
認
等
）

 
（
組
合
員
証
の
検
認
等
）

 

第
６
条
の
３

 
組
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
施
行
規
程
第
９
７
条
（
第
１
０
０

条
の
２
第
３
項
、
第
１
１
０
条
の
４
の
３
第
６
項
、
第
１
１
０
条
の
５
第
５

項
及
び
第
１
１
０
条
の
６
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
、
資
格
確
認
書
、
高
齢
受
給
者
証
、
特
定
疾
病
療
養
受
療

証
、
限
度
額
適
用
認
定
証
及
び
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
に

つ
い
て
検
認
若
し
く
は
更
新
又
は
被
扶
養
者
に
係
る
確
認
を
行
う
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め

る
。
 

 

第
６
条
の
２

 
組
合
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
施
行
規
程
第
９
７
条
（
第
１
０
０

条
第
３
項
、
第
１
０
０
条
の
２
第
３
項
、
第
１
１
０
条
の
４
の
３
第
６
項
、

第
１
１
０
条
の
５
第
５
項
、
第
１
１
０
条
の
６
第
５
項
、
第
１
７
６
条
第
３

項
及
び
第
１
８
４
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
基
づ
く
組
合
員
証
、
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
高
齢
受
給
者
証
、
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
特
定
疾
病
療

養
受
領
証
、
任
意
継
続
組
合
員
証
及
び
任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
に
つ

い
て
検
認
又
は
更
新
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
実

施
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

 

（
給
付
の
請
求
等
の
手
続
）

 
（
給
付
の
請
求
等
の
手
続
）

 

第
１
０
条
 
第
６
条
第
１
項
の
規
定
は
組
合
員
が
施
行
規
程
第
４
章
の
規
定
に

よ
り
特
別
療
養
証
明
書
交
付
申
請
書
又
は
給
付
の
請
求
書
若
し
く
は
関
係
書
類

を
組
合
に
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
条
第
２
項
の
規
定
は
施
行
規
程
第
１

０
９
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
療
養
証
明
書
を
組
合
員
に
交
付
す
る
場
合
又
は
施

行
規
程
第
１
１
９
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
に
通
知
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

 

第
１
０
条
 
第
６
条
第
１
項
の
規
定
は
組
合
員
が
施
行
規
程
第
４
章
の
規
定
に

よ
り
特
別
療
養
証
明
書
交
付
申
請
書
若
し
く
は
組
合
員
証
等
再
交
付
申
請
書

又
は
給
付
の
請
求
書
若
し
く
は
関
係
書
類
を
組
合
に
提
出
す
る
場
合
に
つ
い

て
、
同
条
第
２
項
の
規
定
は
施
行
規
程
第
１
０
９
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
療

養
証
明
書
を
組
合
員
に
交
付
す
る
場
合
又
は
施
行
規
程
第
１
１
９
条
の
規
定

に
よ
り
組
合
員
に
通
知
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
５
章
 
掛
金
及
び
負
担
金

 
第
５
章
 
掛
金
及
び
負
担
金

 

（
海
外
派
遣
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
海
外
派
遣
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
８
条
 
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方

公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
７
８
号
）
第
２
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
海
外
派
遣
職

員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
３
７

年
政
令
第
３
５
２
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す

る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も

第
１
８
条
 
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方

公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
６
２
年
法
律
第
７
８
号
）
第
２
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
海
外
派
遣
職

員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
３
７

年
政
令
第
３
５
２
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す

る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も



の
は
、
同
法
第
７
条
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を

超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

 

の
は
、
同
法
第
７
条
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を

超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

（
地
方
公
営
企
業
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
地
方
公
営
企
業
法
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
 
地
方
公
営
企
業
法
第
３
８
条
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
９
号
）
第
１
７
条
第
１
項
及
び
附

則
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に

含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地

方
公
営
企
業
法
第
３
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法

第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災

害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含

む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と

に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

第
１
９
条
 
地
方
公
営
企
業
法
第
３
８
条
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
９
号
）
第
１
７
条
第
１
項
及
び
附

則
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に

含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地

方
公
営
企
業
法
第
３
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法

第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職

員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災

害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含

む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と

に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
２

 
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

１
５
年
法
律
第
１
１
８
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第

２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
同
法
第
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
同
法

第
５
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第

２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当

及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職

手
当
に
相
当
す
る
報
酬
又
は
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給

第
１
９
条
の
２

 
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

１
５
年
法
律
第
１
１
８
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
役
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第

２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
同
法
第
４
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
同
法

第
５
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第

２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職

手
当
に
相
当
す
る
報
酬
又
は
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給



さ
れ
る
報
酬
又
は
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 
さ
れ
る
報
酬
又
は
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

（
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
３

 
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第
２
項
に
規
定

す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
報
酬
及
び
同

法
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第

２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当

及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
並
び
に
退

職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
及
び
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支

給
さ
れ
る
報
酬
及
び
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

第
１
９
条
の
３

 
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
に
係
る
令
第
５
条
第
２
項
に
規
定

す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る

も
の
は
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
報
酬
及
び
同

法
第
６
条
第
２
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第

２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
並
び
に
退

職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
及
び
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支

給
さ
れ
る
報
酬
及
び
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

（
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
の
報
酬
等
）

 
（
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
４

 
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

令
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
報
酬
の
う
ち
、
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手

当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手

当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬

並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報
酬
を
除
い
た
も
の
と

し
、
同
法
第
２
０
３
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
行
う
た
め
に
要

す
る
費
用
の
弁
償
を
受
け
る
も
の
（
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

 

第
１
９
条
の
４

 
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

令
第
５
条
第
２
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
の
２
第
１
項

に
規
定
す
る
報
酬
の
う
ち
、
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手

当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手

当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬

並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報
酬
を
除
い
た
も
の
と

し
、
同
法
第
２
０
３
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
職
務
を
行
う
た
め
に
要

す
る
費
用
の
弁
償
を
受
け
る
も
の
（
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る

通
勤
手
当
に
相
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

 

２
 
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
令
第
５
条
の

２
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
の
２
第
４
項

に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
並
び
に
同
法
第
２
０
３
条
の
２
第
１

項
に
規
定
す
る
報
酬
の
う
ち
、
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末

手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
任
期
付
研
究
員
業
績

手
当
に
相
当
す
る
報
酬
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報

２
 
令
第
２
条
第
１
項
第
６
号
及
び
第
７
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
令
第
５
条
の

２
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地
方
自
治
法
第
２
０
３
条
の
２
第
４
項

に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
同
法
第
２
０
３
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
報

酬
の
う
ち
、
同
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
に
相
当
す

る
報
酬
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報
酬
と
す
る
。

 



酬
と
す
る
。

 
 

（
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
役
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
役
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
５

 
法
第
１
４
１
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立

行
政
法
人
、
法
第
１
４
１
条
の
３
に
規
定
す
る
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
又
は
法
第
１
４
１
条
の
４
に
規
定
す
る
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
（
次
項
に
お
い
て
「
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

等
」
と
い
う
。
）
の
役
職
員
に
係
る
令
第
４
１
条
の
２
に
規
定
す
る
報
酬
に

含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地

方
独
立
行
政
法
人
法
第
５
６
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
４
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
同
法
第
５
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の

う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
又
は
給
与
並
び

に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報
酬
又
は
給
与
を
除
い
た
も
の

と
す
る
。

 

第
１
９
条
の
５

 
法
第
１
４
１
条
の
２
に
規
定
す
る
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立

行
政
法
人
、
法
第
１
４
１
条
の
３
に
規
定
す
る
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
又
は
法
第
１
４
１
条
の
４
に
規
定
す
る
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
（
次
項
に
お
い
て
「
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

等
」
と
い
う
。
）
の
役
職
員
に
係
る
令
第
４
１
条
の
２
に
規
定
す
る
報
酬
に

含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
地

方
独
立
行
政
法
人
法
第
５
６
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
４
８
条

第
１
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
同
法
第
５
７
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
の

う
ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
報
酬
又
は
給
与
並
び

に
３
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
報
酬
又
は
給
与
を
除
い
た
も
の

と
す
る
。

 

（
継
続
長
期
組
合
員
の
報
酬
等
）

 
（
継
続
長
期
組
合
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
６

 
継
続
長
期
組
合
員
（
法
第
１
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
継

続
長
期
組
合
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
４
０
条
第

３
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う

ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対

策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を

超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

第
１
９
条
の
６

 
継
続
長
期
組
合
員
（
法
第
１
４
０
条
第
２
項
に
規
定
す
る
継

続
長
期
組
合
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
４
０
条
第

３
項
に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う

ち
、
地
方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手

当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣

手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事

態
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を

超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

（
組
合
役
職
員
の
報
酬
等
）

 
（
組
合
役
職
員
の
報
酬
等
）

 

第
１
９
条
の
７

 
組
合
役
職
員
（
法
第
１
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
組
合
役

職
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
４
０
条
の
２
第
１
項

第
１
９
条
の
７

 
組
合
役
職
員
（
法
第
１
４
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
組
合
役

職
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
令
第
４
０
条
の
２
第
１
項



に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う
ち
、
地

方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定

任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武

力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手

当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期

間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。

 

に
規
定
す
る
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
運
営
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う
ち
、
地

方
自
治
法
第
２
０
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定

任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
、
災
害
派
遣
手
当
（
武

力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手

当
を
含
む
。
）
及
び
退
職
手
当
に
相
当
す
る
給
与
並
び
に
３
月
を
超
え
る
期

間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
給
与
を
除
い
た
も
の
と
す
る
。
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式
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１
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式
第
１
号

 

                     



 様
式
第
１
号
の
２

 

          

 様
式
第
１
号
の
２

 

         

 附
 
則
 

こ
の
変
更
は
、
公
告
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
１
８
条
、
第
１
９
条
、
第
１
９
条
の
２
、
第
１
９
条
の
３
、
第
１
９
条
の
４
、
第
１
９
条
の
５
、
第
１
９
条
の
６
及

び
第
１
９
条
の
７
の
変
更
規
定
（
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
は
令
和
５
年
９
月
１
日
か
ら
及
び
第
１
９
条
の
４
の
変
更
規
定
（
「
期
末
手
当
及
び
」
の
次
に
「
勤
勉
手
当
並
び
に
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
は
令
和

６
年
４
月
１
日
か
ら
並
び
に
変
更
後
の
第
５
条
、
第
６
条
、
第
６
条
の
２
、
第
６
条
の
３
及
び
第
１
０
条
の
規
定
は
同
年
１
２
月
２
日
か
ら
適
用
す
る
。

 


